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(57)【要約】
【課題】測定結果を時系列で表す画像を、特別な画像処
理や表示処理を必要とすることなく、より小さい容量で
作成することが可能で簡易な構成の測定機器等を提供す
る。
【解決手段】測定情報表示システムに用いる血圧計１０
０を、血圧測定部１０１、結果表示部１０３、日付時計
機能部１０４、グラフ座標データ生成部１０５、グラフ
表示実行スクリプト生成部１０６、年月日ファイル名生
成部１０８、ｈｔｍｌファイル生成部１０９及びデータ
送信部１１２で構成する。携帯端末２００を、データ受
信部２０１及びグラフ表示実行部２０３で構成する。血
圧計１００が生成したｈｔｍｌスクリプトファイルを携
帯端末２００が取得し、ファイルを開くことで汎用ブラ
ウザ上に血圧値のトレンドグラフを描画表示する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定情報を時刻情報と対応づけて記憶する測定機器において、
　所定期間に測定された前記測定情報に基づいて、該測定情報を時系列に表すグラフの描
画表示を実行させるスクリプトを含む文書ファイルを、マークアップ言語を用いて生成す
る文書ファイル生成部と、
　前記文書ファイルを出力する出力部と、を備えたことを特徴とする測定機器。
【請求項２】
　前記ファイル生成部は、ファイル名に現在時刻を付与して前記文書ファイルを生成する
ことを特徴とする請求項１に記載の測定機器。
【請求項３】
　前記出力部は、所定範囲内に存在する通信端末と機器間通信を行うための通信方式を用
いて、前記通信端末に対して前記文書ファイルを送信して出力することを特徴とする請求
項１又は２に記載の測定機器。
【請求項４】
　前記通信方式が、赤外線通信規格、ＷｉＦｉ（登録商標）規格、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）規格及びＮＦＣ規格のいずれかに従った通信であることを特徴とする請求項３
に記載の測定機器。
【請求項５】
　前記出力部は、着脱可能に装着される記憶媒体に対して、前記文書ファイルを出力する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の測定機器。
【請求項６】
　前記測定機器が、血圧計、体温計、体重計、体脂肪計、体組成計、骨密度計、歩数計、
血糖値測定器、及び血流測定器から選択される何れか１つ、又は２以上を組み合わせたも
のからなる健康機器であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の測定機
器。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項に記載の測定機器と、
　情報端末と、を備えた測定情報表示システムであって、
　前記情報端末は、
　表示部と、
　前記測定機器から出力されたスクリプトを含む文書ファイルを取得する取得部と、
　前記文書ファイルに記述されたスクリプトを実行し測定情報を時系列で表すグラフを前
記表示部に表示する実行部と、を備えたことを特徴とする測定情報表示システム。
【請求項８】
　コンピュータを、
　測定情報を測定する測定手段と、
　前記測定情報を時系列に表すグラフの描画表示を実行させるスクリプトを含む文書ファ
イルを、マークアップ言語を用いて生成する文書ファイル生成手段と、
　前記文書ファイルを出力する出力手段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧計等の測定機器、測定機器での測定情報を端末装置に表示する測定情報
表示システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、患者等が血圧、脈拍等の測定情報を血圧計等の健康機器を用いて自宅で定期的に
測定し、その経時的な測定結果を診察の際に医師等に提示することで、医師等が患者等の
健康状態を把握することが行われている。この測定結果の提示のため、患者等が測定結果
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を手書きした血圧手帳や、プリンタ等で印刷したグラフ、表等を持参している。しかし、
手書きや印刷の手間がかかるとともに、紙での管理が煩わしいものとなっている。
【０００３】
　一方、健康機器での測定結果に基づいて作成したトレンドグラフや動画像を、他の機器
のディスプレイに表示する提案がなされている（例えば、特許文献１～４参照）。
【０００４】
　特許文献１には、血圧計で測定した血圧値を、赤外線通信により血圧表示パネルに送信
し、送信された血圧値に基づいて血圧表示パネルがグラフを生成し表示する技術が開示さ
れている。特許文献２には、血圧計等の家庭内装置が測定情報に基づいて生成したグラフ
画像を、電話回線によって病院等に設置されたパソコン等に送信し、そのディスプレイに
グラフ画像を表示する技術が開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、測定結果に基づいてキャラクターが動く動画像を血圧計側で生成し、
この動画像を血圧計に接続したディスプレイに転送して表示させる技術が開示されている
。また、特許文献４には、健康機器側にサーバ機能を持たせ、測定結果をｈｔｍｌフォー
マットに構成してインターネット経由で他の機器に送信して表示させる技術が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２９７０５４号公報
【特許文献２】特開平５－４９６０３号公報
【特許文献３】特許第５２８１８６４号公報
【特許文献４】特開平１１－８５８９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、測定結果の送信先である血圧表示パネルで血圧値等を
記憶し解析した後、グラフに加工しているため、これらの機能を持たせるために血圧表示
パネル側に専用のアプリケーションプログラム（以下、「専用アプリ）という）や大容量
メモリが必要となる。また、機種やＯＳに対応した専用アプリをインストールする必要が
あり、バージョンアップ等の手間がかかるとともに、専用アプリに対応していない機種や
ＯＳでは使用することができない。
【０００８】
　また、特許文献２、３では、グラフ画像や動画像等の複雑な画像生成や圧縮を行うため
の高機能なマイコンを血圧計側に搭載する必要がある。更に、ファイルサイズが大きくな
るため、血圧計に備えるメモリも大容量メモリが必要となり、コスト高となる。
【０００９】
　一方、特許文献４では、血圧計に高負荷のサーバが必要となるとともに、ネットワーク
への接続環境も必要となり、やはりコスト高となる。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、測定結果を時系列で表す画像を、特別
な画像処理や表示処理を必要とすることなく、より小さい容量で作成することが可能で簡
易な構成の測定機器、測定情報表示システム及びプログラムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る測定機器は、測定情報を時刻情報と対応づけて記憶する測定機器において
、所定期間に測定された前記測定情報に基づいて、該測定情報を時系列に表すグラフの描
画表示を実行させるスクリプトを含む文書ファイルを、マークアップ言語を用いて生成す
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る文書ファイル生成部と、前記文書ファイルを出力する出力部と、を備えたことを特徴と
する。
【００１２】
　また、本発明に係る測定情報表示システムは、上述のような測定機器と、情報端末と、
を備えた測定情報表示システムであって、前記情報端末は、表示部と、前記測定機器から
出力されたスクリプトを含む文書ファイルを取得する取得部と、前記文書ファイルに記述
されたスクリプトを実行し測定情報を時系列で表すグラフを前記表示部に表示する実行部
と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係るプログラムは、コンピュータを、測定情報を測定する測定手段と、
前記測定情報を時系列に表すグラフの描画表示を実行させるスクリプトを含む文書ファイ
ルを、マークアップ言語を用いて生成する文書ファイル生成手段と、前記文書ファイルを
出力する出力手段として機能させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、測定結果を時系列で表す画像を、特別な画像処理や表示処理を必要と
することなく、より小さい容量で作成することが可能で簡易な構成の測定機器、測定情報
表示システム及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る測定情報表示システムで用いられる血圧計及び携帯端
末の外観及び使用状態を示す斜視図である。
【図２】図１に示した測定情報表示システムのハードウェア構成図である。
【図３】図１に示した測定情報表示システムの機能構成を示す機能ブロック図である。
【図４】図１に示した測定情報表示システムの血圧計での血圧測定動作の流れを示すシー
ケンス図である。
【図５】図１に示した測定情報表示システムでの測定情報表示動作の流れを示すシーケン
ス図である。
【図６】血圧計によって生成されるｈｔｍｌファイルの内容の一例を示す図である。
【図７】携帯端末がスマートフォンである場合に表示部に表示されるトレンドグラフの画
像の一例を示す図である。
【図８】携帯端末がノートパソコンである場合に表示部に表示されるトレンドグラフの画
像の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る測定情報表示システムの一実施形態について、図面を参照して説明
する。図１は、本発明の一実施形態に係る測定情報表示システムの血圧計１００及び携帯
端末２００の外観及び使用状態を示す斜視図である。また、図２は測定情報表示システム
のハードウェア構成図であり、図３は測定情報表示システムの機能ブロック図である。
【００１７】
　図１に示すように、本発明の一実施形態にかかる測定情報表示システムは、本発明の測
定機器の一例としての血圧計１００と、通信端末の一例としての携帯端末２００とから構
成される。
【００１８】
　血圧計１００は、図１に示すように、表示部１及び操作部２等を有する血圧計本体３と
、ユーザの手首に圧力を加え血管を締め付ける帯袋であるカフ４と、を備えて構成される
。表示部１は、液晶ディスプレイ等から構成され、血圧計１００での測定結果やメッセー
ジ等が表示される。操作部２は、電源ボタン、血圧測定ボタン、グラフ送信ボタン等、血
圧計本体３に指示を与える各種操作ボタンから構成される。
【００１９】
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　血圧計本体３は、血圧測定に必要な構成を内部に備えており、図２に示すように、加圧
手段であるポンプ５と、急速排気手段である排気弁６と、カフ圧検出手段である圧力セン
サ７と、ポンプ５、排気弁６及び圧力センサ７を接続するチューブ８と、計時部９と、制
御部１０と、を備えている。
【００２０】
　ポンプ５は、カフ４に加圧空気を供給してカフ圧を高める機能を有する。排気弁６は、
開閉手段等からなり、カフ４内の空気を抜いて急速にカフ圧を低下させる機能を有する。
圧力センサ７は、カフ４内の圧力を検出し、電気信号に変換する機能を有する。
【００２１】
　計時部９は、水晶振動子などを用いて所定の周波数のクロック信号を出力する源振クロ
ック部、クロック信号を分周して所定の分周信号を生成する分周回路部等で構成すること
ができる。
【００２２】
　制御部１０は、操作部２及び圧力センサ７からの入力を受けて動作し、ポンプ５、排気
弁６及び表示部１等、血圧計１００全体を制御する。制御部１０は、ＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）１１、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）１３、記憶部１４、近距離無線通信Ｉ／Ｆ（インタフェース）１５、無線ＬＡＮ通信
Ｉ／Ｆ１６等を備えて構成される。
【００２３】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１３に予め記憶されているプログラムに従って、ＲＡＭ１２をワ
ークメモリとして用いて、血圧計１００全体の動作を制御する。制御部１０は、例えば、
マイコン等で構成することができる。
【００２４】
　記憶部１４には、時刻情報（日付、時間）と対応づけられた血圧値等の測定情報、トレ
ンドグラフを描画表示する文書ファイル等が記憶される。記憶部１４は、フラッシュメモ
リ等の不揮発性の半導体メモリ、ＳＤカード等で構成することができる。
【００２５】
　近距離無線通信Ｉ／Ｆ１５は、近距離無線通信規格に基づく通信方式により通信するた
めのインタフェースである。近距離無線通信規格に基づく通信方式としては、例えば、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＮＦＣ（Near Field Commu
nication）等が挙げられる。これにより、インターネットを経由することなく、血圧計１
００と携帯端末２００間で直接の通信が可能である。
【００２６】
　無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ１６は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）を用いる通信方式に
より通信するためのインタフェースである。無線ＬＡＮを用いる通信方式としては、例え
ば、ＩＥＥＥ８０２．１１の規格、及び、それに準ずる規格（例えば、ＩＥＥＥ８０２．
１１ａ，１１ｂ，１１ｇ，１１ｎ等）に基づく無線通信方式等が挙げられる。より具体的
には、ＷｉＦｉ（登録商標）等が挙げられる。このＷｉＦｉにより、インターネットを経
由することなく、血圧計１００と携帯端末２００間で直接の通信が可能である。
【００２７】
　携帯端末２００は、図１、図２に示すように、操作部２０と、表示部２１と、制御部２
２と、を備えて構成される。本実施形態では、携帯端末２００をスマートフォンで実施し
ている。操作部２０は、電源ボタン、音量調整ボタン、キーボード、タッチパネル等から
構成される。表示部２１は、液晶ディスプレイ等から構成され、グラフ等の画像や文字等
が表示される。本実施形態では、表示部２１として、操作部２０の一つであるタッチパネ
ルが搭載されたタッチパネルディスプレイを用いている。
【００２８】
　制御部２２は、操作部２０からの入力や通信信号の入力を受けて動作し、携帯端末２０
０全体を制御する。制御部２２は、ＣＰＵ２３、ＲＡＭ２４、ＲＯＭ２５、記憶部２６、
近距離無線通信Ｉ／Ｆ２７、無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ２８等を備えて構成される。これらは
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、血圧計１００の制御部１０が備えるものと同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００２９】
　携帯端末２００は、さらに、カメラ、加速度センサ、方位センサ、計時部、マイク、ス
ピーカ、アンテナ、携帯電話回線網に接続して通話等を行う通信を行う通信Ｉ／Ｆ、ＧＰ
Ｓ受信部、電池等、スマートフォンとしての構成も備えている。
【００３０】
　図３は、図１、図２に示した血圧計１００及び携帯端末２００の機能的な構成を示す機
能ブロック図である。図３に示すように、血圧計１００は、血圧測定部１０１、結果表示
部１０３、日付時計機能部１０４、グラフ座標データ生成部１０５、グラフ表示実行スク
リプト生成部１０６、年月日ファイル名生成部１０８、ｈｔｍｌファイル生成部１０９及
びデータ送信部１１２を備えて構成される。
【００３１】
　血圧測定部１０１は、最低血圧、最高血圧、脈拍等の生体情報を測定し、時刻情報と対
応づけて測定情報として測定結果記憶部１０２に記憶する機能を有する。測定結果記憶部
１０２は、図２に示されるフラッシュメモリ等の記憶部１４、ＲＡＭ１２等によって実現
される。
【００３２】
　結果表示部１０３は、血圧測定部１０１で測定された測定情報、時刻情報等を表示部１
に表示する機能を有する。また、結果表示部１０３は、操作部２からの入力に従って、測
定結果記憶部１０２から測定済みの過去の測定情報を読み出し、表示部１に表示する機能
も有する。
【００３３】
　日付時計機能部１０４は、計時部９からの信号（分周信号）に基づいて時刻情報（年月
日、時、分、秒）を生成する機能を有する。グラフ座標データ生成部１０５は、現在時刻
を基準として過去２週間分の測定情報を測定結果記憶部１０２から読み出し、座標データ
を生成する機能を有する。
【００３４】
　グラフ表示実行スクリプト生成部１０６は、スクリプトフォーマット記憶部１０７から
読み出したスクリプトフォーマット（テンプレート）に、測定情報及び日付を設定し、グ
ラフ描画表示を実行させるためのスクリプト本体を生成する機能を有する。
【００３５】
　スクリプトフォーマット記憶部１０７は、ＲＯＭ１３によって実現され、測定情報及び
日付以外の情報、すなわちグラフを描画表示するためのスクリプトのひな形（スクリプト
フォーマット）がＡＳＣＩＩコードによって予め記憶されている。本実施形態では、スク
リプト言語として、Ｊａｖａ（登録商標）及びｃａｎｖａｓを用いている。
【００３６】
　年月日ファイル名生成部１０８は、現在時刻に基づいて、現在の日付を含めてｈｔｍｌ
ファイルのファイル名を生成する機能を有する。
【００３７】
　ｈｔｍｌファイル生成部１０９は、グラフ表示実行スクリプト生成部１０６で生成され
たスクリプト本体に対して、ファイルフォーマット記憶部１１０から読み出した規則条件
に従ってフォーマット変換し、年月日ファイル名生成部１０８で生成されたファイル名と
、拡張子情報を設定して、最終的なｈｔｍｌスクリプトファイル（文書ファイル）をＨＴ
ＭＬ（Hyper Text Markup Language）形式で生成する機能を有する。
【００３８】
　ファイルフォーマット記憶部１１０は、ＲＯＭ１３によって実現され、ｈｔｍｌスクリ
プトファイルを生成する際の規則条件（保存形式）が予め記憶されている。ファイルフォ
ーマット記憶部１１０には、血圧計１００から携帯端末２００へのファイル転送手段に応
じた規則条件、すなわち、通信方式を用いてファイル転送する場合は各通信方式に対応し
た規則条件、ＳＤカードに出力して転送する場合はその保存の際の規則条件等が、それぞ
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れ記憶されている。
【００３９】
　ｈｔｍｌファイル生成部１０９により生成されたｈｔｍｌスクリプトファイルは、ｈｔ
ｍｌスクリプトファイル記憶部１１１に記憶される。ｈｔｍｌスクリプトファイル記憶部
１１１は、通信方式によるファイル転送の場合はＲＡＭ１２によって実現されるが、ＳＤ
カードによるファイル転送の場合は、ＳＤカードからなる記憶部１４によって実現するこ
とができる。
【００４０】
　データ送信部１１２は、近距離無線通信Ｉ／Ｆ１５又は無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ１６を介
して携帯端末２００と通信し、携帯端末２００にｈｔｍｌスクリプトファイルを送信する
機能を有する。
【００４１】
　携帯端末２００は、取得部としてのデータ受信部２０１、実行部としてのグラフ表示実
行部２０３を備えて構成される。
【００４２】
　データ受信部２０１は、近距離無線通信Ｉ／Ｆ２７又は無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ２８を介
して血圧計１００と通信し、血圧計１００からｈｔｍｌスクリプトファイルを受信し、デ
ータ記憶部２０２に記憶する機能を有する。データ記憶部２０２は、図２に示される記憶
部２６、ＲＡＭ２４により実現することができる。
【００４３】
　グラフ表示実行部２０３は、汎用ブラウザを用いてｈｔｍｌスクリプトファイルのスク
リプトを実行して、表示部２１に血圧のトレンドグラフを表示する機能を有する。汎用ブ
ラウザとしては、例えば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（登録商標、以下「ＩＥ
」という）、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ（登録商標）、Ｓａｆａｒｉ（登録商標）、Ｍ
ｏｚｉｌｌａ　Ｆｉｒｅｆｏｘ（登録商標）、Ｏｐｅｒａ（登録商標）等が挙げられる。
本実施形態では、携帯端末２００としてスマートフォンを用いているため、Ｇｏｏｇｌｅ
　Ｃｈｒｏｍｅ等が汎用ブラウザとしてインストールされている。
【００４４】
　以下、上述のような構成の測定情報表示システムにおいて、ユーザが血圧計１００で血
圧等の生体情報を測定するときの血圧測定動作を、図４のフローチャートを参照しながら
説明する。
【００４５】
　ユーザが血圧等の生体情報を測定する場合には、手首にカフ４を巻き付け、操作部２の
血圧測定ボタンを押下する。この血圧測定ボタンの押下により、血圧計１００では、血圧
測定部１０１によって血圧測定が開始される（ステップＳ１０）。具体的には、血圧測定
部１０１は、ポンプ５、排気弁６、圧力センサ７を制御して作動させ、圧力センサ７から
出力される電気信号を受信し、この電気信号に基づいて、血圧測定部１０１が最低血圧、
最高血圧、脈拍等の測定情報を算出する。
【００４６】
　算出された測定情報は、日付時計機能部１０４から取得した時刻情報（日付、時、分、
秒）と対応づけられて、測定結果記憶部１０２に記憶される（ステップＳ１１）。また、
測定情報及び測定時刻は、結果表示部１０３によって表示部１に表示される（ステップＳ
１２）。なお、ユーザによって再度血圧測定ボタンが押下された場合は（ステップＳ１３
での判定がＹＥＳ）、ステップＳ１０～Ｓ１２の処理を繰り返す。血圧測定ボタン以外の
操作ボタン（例えば、終了ボタンやグラフ送信ボタン）が押下された場合は（ステップＳ
１３での判定がＮＯ）、処理を終了する。
【００４７】
　次に、測定情報表示システムにおける測定情報表示動作を、図５のフローチャートを参
照しながら説明する。まず、ユーザは血圧計１００のグラフ送信ボタンを押下するととも
に、血圧計１００の所定の範囲内に携帯端末２００を近づけて、血圧計１００と携帯端末
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２００との間でファイルの送受信ができる状態とする。例えば、ＮＦＣにより通信を行う
場合には、図１に示すように、携帯端末２００を血圧計１００にかざすことで、送受信が
できる状態となる。
【００４８】
　グラフ送信ボタンの押下により、図５に示すように、血圧計１００のデータ送信部１１
２と携帯端末２００のデータ受信部２０１との間で、通信リンクを確立するための処理が
行われる。血圧計１００のデータ送信部１１２では、通信モードをファイル送信モードに
設定する（ステップＳ２０）。一方、携帯端末２００のデータ受信部２０１では、通信モ
ードをファイル受信モードに設定する（ステップＳ２１）。データ転送のプロトコルとし
て、本実施形態ではＦＴＰ　ＡＳＣＩＩモードを用いているが、これに限定されることは
ない。
【００４９】
　次に、血圧計１００の日付時計機能部１０４が現在時刻を取得する（ステップＳ２２）
。グラフ座標データ生成部１０５が、この現在時刻を基準として過去２週間分の測定情報
を測定結果記憶部１０２から読み出し、この２週間分の測定情報（最高血圧及び最低血圧
）を、トレンドグラフにプロットする座標データとして抽出する（ステップＳ２３）。
【００５０】
　次いで、グラフ表示実行スクリプト生成部１０６が、スクリプトフォーマット記憶部１
０７からスクリプトフォーマットを読み出すことで、実行スクリプトのテンプレートを生
成する（ステップＳ２４）。
【００５１】
　なお、スクリプトフォーマットに、携帯端末２００の表示部２１の解像度やサイズ等の
情報を取得し、これらの情報に基づいて、グラフの開始点やサイズ等を動的に変化させ、
表示部２１に好適なグラフを描画表示するようなスクリプトを設定してもよい。これによ
り、いずれの表示部２１に表示した場合でも、ユーザが視認し易く、かつ見栄えもよいト
レンドグラフを表示することができる。
【００５２】
　次に、グラフ表示実行スクリプト生成部１０６は、テンプレート中のグラフタイトルに
、ステップＳ２２で取得した日付を設定し、テンプレート中のグラフ描画データに、ステ
ップＳ２３で抽出した２週間分のグラフ座標データを設定して、スクリプト本体とする。
次に、ｈｔｍｌファイル生成部１０９が、ファイルフォーマット記憶部１１０から取得し
た規則条件に従って、グラフ表示実行スクリプト生成部１０６で生成したスクリプト本体
をフォーマット変換し、ファイル転送手段に対応したスクリプト本体とする（以上、ステ
ップＳ２５）。
【００５３】
　次に、年月日ファイル名生成部１０８が、日付時計機能部１０４で取得した現在時刻に
基づいて、ｈｔｍｌスクリプトファイルのファイル名を生成する（ステップＳ２６）。フ
ァイル名には、現在時刻すなわちｈｔｍｌファイルを作成した日付が含まれ、例えば、「
2014_12_13.html」等とすることができる。なお、ファイル名がこれに限定されることは
なく、日付が含まれていれば、時刻やコメント等をファイル名に追加することもできる。
【００５４】
　その後、ｈｔｍｌファイル生成部１０９が、データ変換後のスクリプト本体に年月日フ
ァイル名生成部１０８で生成されたファイル名及び拡張子情報を付与して、最終的なｈｔ
ｍｌスクリプトファイルを生成する。このｈｔｍｌスクリプトファイルは、ｈｔｍｌスク
リプトファイル記憶部１１１に記憶される（以上、ステップＳ２７）。
【００５５】
　図６に、生成されたｈｔｍｌスクリプトファイルの一例を示す。この図６に示すように
、「Ａ」部分に２週間分の最高血圧と最低血圧の血圧値が設定され、「Ｂ」部分のグラフ
タイトル部分に日付が設定されている。グラフタイトルは、例えば、「2014年12月13日　
２週間　血圧」とすることで、２０１４年１２月１３日から２週間分の血圧値が表示され
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ていることをユーザに一目で認識させることができる。
【００５６】
　生成されたｈｔｍｌスクリプトファイルは、データ送信部１１２によって、近距離無線
通信Ｉ／Ｆ１５を介して携帯端末２００に送信される（ステップＳ２８）。携帯端末２０
０は、血圧計１００から近距離無線通信Ｉ／Ｆ２７を介してｈｔｍｌスクリプトファイル
を受信し、例えば、Ｄｏｗｎｌｏａｄフォルダに保存する（ステップＳ２９）。
【００５７】
　ファイルの送受信が終了すると、血圧計１００では、通信リンクを解除して処理を終了
する（ステップＳ３０）。携帯端末２００では、ユーザが操作部２０を操作して適宜のビ
ューアソフト等でｈｔｍｌスクリプトファイルを開く操作を行うことで、汎用ブラウザが
起動してグラフ表示実行部２０３として機能し、血圧値のトレンドグラフを表示部２１に
表示する（ステップＳ３１）。
【００５８】
　図７に、携帯端末２００であるスマートフォンの表示部２１に表示されたトレンドグラ
フの一例を示す。この図７に示すように、表示部２１には、１４日分の最高血圧値と最低
血圧値とが時系列でグラフ表示されるため、血圧値の変化を容易に把握することができる
。また、ファイル名の日付又はグラフタイトルの日付を基準として、グラフに表示されて
いる各血圧値の測定日時を把握することができる。
【００５９】
　図７に示すようなトレンドグラフを表示するｈｔｍｌスクリプトファイルの容量は、約
６ｋバイトであった。発明者が同様のトレンドグラフをｂｉｔｍａｐ画像で生成してみた
ところ、そのファイル容量は約８３５ｋバイトであり、ＪＰＥＧ画像で生成してみたとこ
ろ、そのファイル容量は約５６ｋバイトであった。このように、これらの画像ファイルと
比較して、本実施形態では、より少ない容量でグラフ描画表示用のｈｔｍｌスクリプトフ
ァイルを生成することができる。
【００６０】
　また、携帯端末２００としてノートパソコンを用いることもできる。本実施形態の血圧
計１００で生成したｈｔｍｌスクリプトファイルを、ＮＦＣ等の通信方式を用いてノート
パソコンに送信することで、ノートパソコンでも汎用ブラウザによってトレンドグラフを
表示することができる。図８に、汎用ブラウザのＩＥを用いてトレンドグラフを表示部２
１に表示した例を示す。
【００６１】
　なお、ファイル転送方式として、記憶媒体のＳＤカードを用いる場合には、ｈｔｍｌフ
ァイル生成部１０９が、ＳＤカードに対応した規則条件に従ってスクリプト本体をフォー
マット変換し、ファイル名、拡張子情報を付与してｈｔｍｌスクリプトファイルを生成し
、ｈｔｍｌスクリプトファイル記憶部１１１としてのＳＤカードに記憶する。この場合、
ｈｔｍｌファイル生成部１０９は、出力部として機能する。ユーザが血圧計１００からＳ
Ｄカードを取り外し、携帯端末２００に装着することで、ｈｔｍｌスクリプトファイルを
携帯端末２００に容易に転送することができる。なお、着脱可能な記憶媒体として、ＳＤ
カード以外にも、例えば、メモリスティックやＵＳＢメモリ等を用いることもできる。
【００６２】
　以上、本実施形態の測定情報表示システムによれば、携帯端末２００に表示する血圧値
等の測定情報のトレンドグラフを、ｈｔｍｌ文書のようなマークアップ言語を用いて血圧
計１００が生成している。そのため、グラフ描画表示用のファイルを少ない容量で生成す
ることができる。また、携帯端末２００にグラフ作成用の特別な専用アプリをインストー
ルする必要がなく、携帯端末２００の汎用ブラウザを用いて簡易に表示することができる
。また、ｈｔｍｌスクリプトファイルを作成して近距離無線通信方式等を用いて送信する
だけであるため、血圧計１００側でも複雑な画像生成機能、ファイル圧縮機能、サーバ機
能等を備える必要がない。
【００６３】
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　さらに、スクリプトのテンプレート等をＲＯＭ１３等に記憶しておくだけで済み、生成
されるｈｔｍｌスクリプトファイルは容量が少ないため、血圧計１００、携帯端末２００
に大容量のメモリを必要とすることがない。また、ファイル名の日付に基づいて、グラフ
中の血圧値の測定日時が分かるため、測定日付をグラフに設定する必要がなく、ｈｔｍｌ
スクリプトファイルの容量をさらに少なくすることができる。したがって、測定情報表示
システムを、簡易な構成で廉価に実施することが可能となる。
【００６４】
　また、ｈｔｍｌスクリプトファイルであるため、スマートフォン、ノートパソコン等、
機種、種類によらず、いずれの携帯端末２００でもトレンドグラフを表示することができ
る。また、汎用ブラウザやＯＳのバージョンアップ等があっても、表示することが可能と
なる。また、本実施形態では、携帯端末２００の表示部２１の解像度やサイズに応じて、
グラフの描画表示を行っているため、携帯端末２００の種類や機種のバリエーションに対
応した、より適切な表示が可能となる。
【００６５】
　また、携帯端末２００にｈｔｍｌスクリプトファイルを転送しておくことで、病院等で
は携帯端末２００に表示したトレンドグラフを医者等に提示することができる。そのため
、血圧手帳や印刷したグラフ等を病院等に持参する必要がなく、書き写す手間や印刷する
手間を省き、記載ミス等も防いで、手軽に測定情報の提示が可能となる。また、ＳＤカー
ドの場合、携帯性に優れ、スマートフォン等の携帯端末２００以外でも扱うことができる
ため、携帯端末２００自体を持参することなく、ＳＤカードのみを持参して、病院等の通
信端末を用いてグラフ表示することができる。したがって、より汎用的で手軽な実施が可
能となる。
【００６６】
　以上、本発明の実施形態を図面により詳述してきたが、上記実施形態は本発明の例示に
しか過ぎないものであり、本発明は上記実施形態の構成にのみ限定されるものではない。
本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても、本発明に含まれる。
【００６７】
　例えば、携帯端末２００としては、スマートフォンやノートパソコンに限定されること
はなく、携帯電話機、ＰＤＡ（personal data assistant）、タブレット端末等の携帯情
報端末装置が挙げられる。なお、本発明の通信端末が携帯情報端末装置に限定されること
はなく、パーソナルコンピュータ等の端末装置でも実施することができる。
【００６８】
　マークアップ言語としては、ＨＴＭＬ以外にも、例えば、ＳＧＭＬ(Standard Generali
zed Markup Language)、ＸＭＬ（Extensible Markup Language）、ＸＨＴＭＬ（Extensib
le HyperText Markup Language）等を用いることができる。スクリプト言語としては、Ｊ
ａｖａ（登録商標)、ｃａｎｖａｓ以外にも、例えば、ＶＭＬ（Vector Graphics Renderi
ng）、ＳＶＧ（Scalable Vector Graphics）等を用いることができる。
【００６９】
　また、上記実施形態では、２週間分の測定情報をグラフ表示しているが、これに限定さ
れることはなく、測定情報の種類や用途等に応じて２週間より少ない日数又は２週間より
多い日数の測定情報を表示するようにすることもできる。あるいは、時間を変えて測定し
た１日分の測定情報をグラフ表示するようにすることもできる。また、グラフも折れ線グ
ラフに限定されることはなく、棒グラフ、円グラフ、レーダグラフ等、従来公知の適宜の
グラフを生成するように構成できる。
【００７０】
　また、上記実施形態では、ＷｉＦｉ等の無線ＬＡＮ通信方式、ＮＦＣ等の近距離無線通
信通方式を用いているが、赤外線による光無線データ通信であるＩｒＤＡ（Infrared Dat
a Association）等を用いることもできる。
【００７１】
　また、上記実施形態では、測定機器として血圧計１００で本願発明を実施しているが、
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血圧計１００以外にも、例えば、歩数計、体温計、体重計、体脂肪計、体組成計、骨密度
計、血糖値測定器、血流測定器等の健康機器（生体情報測定機器）で実施することができ
る。また、健康機器以外でも、温度計、湿度計、騒音計、雨量計、排気ガス濃度等の大気
中のガス濃度を測定するガス測定器等、環境情報を測定する機器、電気の使用量等を測定
する電気メータ等の測定機器等で実施することもできる。
【符号の説明】
【００７２】
２１　表示部　　１００　血圧計（測定機器）　　１０１　血圧測定部（測定手段）
１０６　グラフ表示実行スクリプト生成部（文書ファイル生成部）
１０９　ｈｔｍｌファイル生成部（文書ファイル生成部、出力部）
１１１　ｈｔｍｌスクリプトファイル記憶部（記憶媒体）
１１２　データ送信部（出力部）　　２００　携帯端末（通信端末）
２０１　データ受信部（取得部）　　２０２　データ記憶部（記憶媒体）
２０３　グラフ表示実行部（実行部）

【図１】 【図２】
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